
○南あわ じ市起業等‾乱び隹き家等恬用ま榎本業補助金ズイ才要綱

令和 ４年 ４１ １．日

告示第４ １号

改モ　令和 ６年 い≡ｊ１ 日告示第５８匙

（趣 回）

第１ 条　 二の告示 は、 地域経済の俎性化並びにをき家‾反び隹き床 （欸下「をき

家等」と いう 。） の利 白≡目を 図る ため 、起 業、 移転‾反び第二創業（ 証、 下「起

業等」と いう 。） に簇する 経費等の負担を軽減す るこ とを 目的 として予算の

範囲 内で なイ才す るな某等‾乱び空 き家等恬用ま榎本業補釣台 （八 下「補助 金」

とい う。 ）に 回し 、南 あわ じ市補助金等交付規聡 （平成１ ７年南あ わじ 市規ｍ

第１ ４７ 倚。 ぶ下 「規聡」 」と いう 。） に定 める もの のほ か、 必要 な事項を 定める

もの とす る。

（定義）

第２ 条　 二の告示 にお いて 、次 の若昜に掲げ る八］語の意義は 、葹該与倚に 定め

ると ころ によ る。

（１）起業　次のいずれかに該当するものをいう。

ア　 事業を営んでいない個人が、所得税法（Ｈ県口４０年毎律第３３倚）第２２９

条に規定する 開業等の届趾 （け下「開業届」 とい う。 ｙに より 、市内で

新た に事業を愾始する 場合

イ　 事業を営んでいない個人が、新たに毎大を鼈立し、市鸚を所在地とし

て法人を記を行い、その法人が市内で新たに事業を開始する場合

（２）移転　 すで に市外で本業 を営 んでいる 個人事業主又 は隹大が 、市 Ｘ大Ｊに本

某所所在地を移転する こと をい う。

（３）第二創業　 すでに事業を営んでい る個人事業圭又は法人 が、 すでに開始

して いる 事業 とは別に、市内で新た に事業を 瘋始する こと をい う。

（４）起業日　 個人事業主に あっ ては税務署へ の個 人事業の 現業躍、趾日 、七大

にあっては設立年Ｊ」 日をいう。

（５）事業所　起業等を行う 場所をい う。



（６）をき官　市内 に所在し 、現に居住し ていない朧物 （居住し なく なる こと

が予定されている もの を合わ。 ）‾反びその敷地をい う。 ただ し、 次に掲げ

るも のを 除く。

ア　 所有権に係るを記がさ れていない建物

イ　 宅尨建物耿示業者 （宅地建物取 ち＼ 業法 （昭和２７年法律第１ ７６ 号） 第２ 条第

３号に規定する宅地建物取 ち＼ 業者をい う。 ）が 業と して 売買 の対象と して

いな いもの

ウ　 市長がを官等筒策 の推進に 関す る特別措置法 （平成２６年法律第１ ２７ 倚）

第２ 条第 ２項に規定する特定回礼等 と認めた もの

⑦　 をき 床　 市内 に所在し 、主 とし て事業の 用に 供す る目 的でせな され た嵬

物やオフ ィス の一まを いう 。た だし 、前号の アか らウ に掲 げる もの を除く

（８）れ祖　 売買 によ り本業所又はをき 官等の所有権を廊、呉する こと をい う。

（９）移住者　 申請 時に おい て、 令和 ２年 ４ｊ １日 顕降 に市 に転入し 、市 内へ

転入する 龍前 ３年以上達続 して他の 市［玉町村（ がヽ｜ヽ｜本市蓼、び淡路市を除く 。）

に住んで いた転入老又 は転入予定者 （法人に あっ ては代表者又 は従事する

老） をい うｏ

（礁助対象者）

第３ 粂　 補助 の対象と なる 老は 、市内で新た に起業等する 老（法人 にあ っては

代表者） であって、次の各号のいずれに も該荳する老 とす る。

（１）市内で起業 し、 又は起業等を 予定 して いる 老で あっ て、 市内 に悟佐し、

又は居住する こと を予定している老

（２）起業等する 事業の代歌老、かつ、 実質的な経営者である こと。

（３）南あわ じ市商工会（八下 「商 工会」と いう 。） が獸催す る起業セ ミナー

を受講（すでに受講し てい る老は除 く。 ）又は受講予定で あり 、商工会か

ら推薦を受けた老叉は受ける祭止みのある老
ｌ

㈱　 南あ わじ 市暴 力回 排除 粂拐』（ 平成 ２５ 年南 あわ じ市 条例 第１ ２倚）に 規定す

る暴力団叉は暴力団員等若 しく はそれら と密接な関係でないこ と。

（５）市税等 を滞納し てい ない こと。



㈲　商工会に加入する意思のあるこ と。

２　 前項の規定にかかわら ず、 次のいずれかに該荳する事業を営み、又は営も

うと する 考は補助 の対象と しな い。

（ｎ　 風俗営業等の規制及び業務 の適 エイヒ等 に関する 法律 （昭 和２３年法体第１ ２２

号） の規定によ牡午‾臼丁又は届七を要する事業

燉　宗教恬馳又は政治恬ぬを目 的と した事業

（３）イ弋敦考竡の変更等 、そ態や内容 に何 ら変 ‾斐のな い事業継承に よる 起業等

（後推考が事業を ち＼ き推いだ こと を契機に 業態 を転換レ 起業等す る場合

を除 く。）

（４）そ の他市長が補助の対象 として適 葹でない と詰める 事業

（補助万懾、経費）

第４ 条　 抽釣台の 筒象 とな る経費（ ｀江下「補助対象経費」と いう 。） は、 起業

等に仏果な経費と して明確に［Ｘ分でき 、かつ、 証拠書類によ って発佐、翕脂、

支払等の金額、時期、 内容等が確認でき るも ので あり 、起業日 前１ ２１ から起

業日 後３ 万の 間に回し た次の各号に該隹する もの （第 ８号に規定す るも のは、

起業 日前 ２４ ｊか ら起 業日 まで に回 した もの ）と する。

①　本業所の賃料攷び懴益費

（２）事業所の夕卜装、内装‾反び鼈備工事費

（３）起業等に戛する備脂購入費

（４）起業等にダする広告宣伝費（タ匹費を含魁。）

（５）事業所に係る光熱水費

（６）事業所 に係 る適信費

（７）事業所の備 脆賃借料

（８）をき家等の取得費

２　 前項の規定にかかわら ず、 次の各号に掲げる経費は、 補助の対象と しな い。

圉　 国、 顫参考又は市から他の補助金等の交付を受けている場合は、当該補

釣台等の筒象となつ八部分の経費

（２）敷地崔成‾反び夕ｙ構工事に要する費Ｊ≡目



（３）住宅の 用に供し てい る、 叉は供す る予定の 部分 にダする 費用

（４）申請者が直接施工する工事に要する費ｙ目

（５）前項第 １府、笑 ７号攷び第８ 号の 費用 の対象が 、本 人、 髱俵者、 乂母、

子の所有する もの であ ると き。

（６）前各号 に掲げる もの のほ か、 市長 が補助の 対象 とし て適 佶で ない と認め

る経費

（補釣台 の額）

第５ 粂　 補助金の額は 、基本補釣台 の額Ｗび加算額の合計額と する。

２　 先木補助金の額は 、前条第 １項第１ 号か ら第 ７号まで に規定す る経費のう

ち補助筒象者が支払っ た額 を２ で除 して 得た額（ 当該額に １， ０００円 未済 の端

数が生じ たと きは 、こ れを切り 捨て た額）と １５０万 円を 比較 して 夕な い方の

額と する。

３　 加算台に係る 項目 ‾反び加算額 は、 申請者が 次の 各号 に掲 げる ［萢分に 応じ、

荳診各倚に定 める 額と する 。た だし 、第 ４そ に規 定す る加 算額 は、 前条 第１

項第 ８号の額 を３ で除 して 得た額（ 芭綾額に １， ０００口 末纖の端数が 示し たと

きは、こ れを切り 捨て た額）と 加算額を Ｊ七較して争ない方の額と する。

（１）女佐である とき　 ３０万口

（２）移住者であ ると き　 ３０ 万Ｒ （２ 大八 上の世帯 の申 請又 は従業員 が移住す

る申 請の場合にあ って は５０万 円）

（３）事業所等の 所在 地が 離％ （離 詣振興法 （昭 和２８年法律 第７２倚）第 ２条で

指定 され る離剔を いう 。） 又は辺地 （辺 地に係る 価共的施鼈の 総合整備の

ため の財政上の特別措置等に関する 法律 （昭和３７年法律第８８号）第 ２条に

規定する 辺地をい う。 ）で ある とき　 ２０万口

（４）前条第 １項第８ 号に係る経費す匹）る とき　 １００万八

（交付の 申請）

第６ 粂　 補助をの交付を受けよ うと する者は、起業等蓼、びをき家等俎川支援事

業補釣台交付 申請書（様汞高１ 号） に、 次に掲げ る書類を 添え て、 起業 目の

戛目 から 起算 して ２年八内に市長にを芭 しな ければな らな い。

（１ ）事業計蔗書 （様式第 ２号）



（２）Ｕ又ま 予算書（様式第３ 昜）

（３）ケ帯全員の住民票の写し

（４）申請者怙法大の場合は、 法人概要害（様犬第４ 号）

（５）事業所‾反び隹き家等の付近見廊、回

（６）本］笂所攷び隹き家噂にイ鼻 る賃貸借契愉害又は売買契剔害の写し

（７）推樵書 （様式第 ５号）

（８）誓約書 （様式第 ６号）

（９）ｍ帯全員の転入前３ 年顋の住所が確混でき るド籍附票（前条第３ 項第２

号に該范する場合に限 る。 ただ し住民票の写 して転入 日の泉前 ３年八上

連続 して他の市別村（洲本市‾攷び淡路市を除く 。） に住んでいたこと が証

扇で きる 場合を除 く。）

㈲　 その他市長が 必要 と翫める 書類

（交付決定通知）

第７ 条　 市長 は、 前条の申請書のを芭が あっ たと きは、そ の内容を審査 し、適

脇と 懾め ると きは、屈業等八びをき 家等恬篦支援本業補蝠台交サ決定途知害

（様式第 ７そ）に より 、追 范でない と懾める とき は、 七生等八び胞き家等恬

用支援事業袖賢治匹交付通‰害 （様式第 ８昜）に より 、申 請者に應祕す るも

のと する。

（事業内容の変更）

第８ 粂　 前条 の規定に より 交イ才決定を 受け た者 （い、下 「補助事業者」と いう 。）

は、 事業の内容を変Ｔりざ しよ うと する とき は、 屈業等八びをき家等俎跪丈援事

業補助金ズイ才決定変Ｔ万考、懾申請書 （様式第 ９号）に第６ 条各号に規定する害

類で変更 に係 るも のを添付 して 市長 に提１し 、そ の承認を受け なければなら

ない。

（実績報告）

第９ 条　 補助事業者は、第 ７条の規常に よる 丈サ決定又は前条の規常に よる承

常（八下 「交付決定等」と いう 。） を受 けた事業 （顕下「補助事業」と いう 。）

が完了したと きは、連やかにな業等八びきき 家等俎や］支援事業実績報告書 （様



式第 １０ 号） に、 次の書類 を添付し て市長に提ｍ しな ければな らな い。

（１）事業実施報告書 （様式第１１ 号）

（２）Ｕ又支決算書（様式第１ ２号）

（３）庖帯全員の住民票の 写し （申 請待の住所と 異な る蘓合に 隕る 。）

㈱　 個人事業の單業届 芭言の写 し又は毎大設立届 芭言の写し

（５）未翕税額の ない証獸言（を行 目か ら１ 示よ内の もの）

（６）隹大の乗今は、 法大のを記事項証獸言

（７）許認可等が必要な業Ｗの蘓合は、 萢該回午ス言等の写し

（８）筒象経費に かか る金額、 覬期 、鸚容等 が確懾で きる 書類の万し

（９）隹き宵、墫のを記事項証明書 （隹き家等を 廊、得す る鴇合に 限る 。）

幀　その他市長が必要 と認める書類

（種釣台額の確定）

第１０条　市長は、 前条の実績翳告言のを芭が あっ たと きは、燕該報告書の審査

八び必要に応 じて行う 現逖調査によ り、 補助事業の実施結果が交付決定等の

内容 Ｗび 二れ にイ才し た条件に 適合する と認 める とき は、 交イ才すべき 種釣 台の

額を確定 し、 起業等‾反び隹き 末等恬用 支援事業種釣台夕付確定通‰害 （様式

第１ ３号）に より 通慨］す るも のと する。

（種釣台の請求）

第１ １条　補助 事業者は 、前条の ｊ力］が あっ たと きは 、起 業等攷びをき 末等 白≡目

支援事業種釣台請求書 （様式第 １４ 号） によ り市長に補助金の 交付 を請求する

もの とする。

（ネＦＲ前金 の取消し‾ル、び厄還）

第１２粂　市長は、 補助事業者が次のいずれかに該售すると 認め ると きは、補助

金の 交付決定の全部又 は一部を 取り 消す こと がで きる。

（１）交付決定を受け すこ日の属す る年度末から 起算 し５ 年を経過する までの間

に、 補助事業に係る事業を市タトに移転 した とき。

（２）市 夕ｙに転 ｍし たと き。

（３）二 の告示の規定に違縦したと き。



（４）偽 りそ の他不‾弖な手段によ り交イ才決定等又 は補助金の交イ才 を受 けた とき。

２　 市長 は、 前項の規定に より 交付の決定を取り 消したと きは、起業等‾ル、び隹

き家售迅回］ 支援享庵袖あ金交付恍定取消亟知書 （様式第 １５ 号） によ り交付隹

定者に途知するも のと し規ｍ第１７粂の規定によ り補釣台の冠還を命じ ると

きは、起業噂攷び隹き 家等恬用ま援本業補顕金腦え命令書 （様式第１６号）に

より 通‰］す るも のと する。

（事業実施状況報告）

第１ ３条　補助事業者は、交付決定を受け た年度の翌年度か ら５ 年度 目ま での 間、

毎年 １回、補助事業に係る 事業の継続状況につい て、 市長が屶」に 定め る方法

によ り報告を行う もの とす る。

（そ の他）

第１４条　 この告示に定める もの のほ か、 必要な事項は市長が別 に定める ものと

する。

附　則

（施行期 日）

１　 この告示 は、 令和 ４年 ４１ １日 から 施行する。

（こ の告示の失効）

２　 この告示は、 令和 ９年 ３ナ」３ １日 限り 、その効力を失う ｏただし、回 目まで

にこ の補助金の交付決定を受けた者に対する 補助金の取消‾反び返遠並びに事

業実施状況報告に関する規定の適用については、 同日 後も、なおその効力を

有す る。

３　 この告示によ る改止後の南あわ じ市起］霎等‾反びをき家等白≡目 ま援事］霎補あ

金交付ぢ綱の規定は、 二の告示の施行の 目八後に 申請する補助金について適

示し、回 目前に申請した補助金について は、 なお従前の例によ る。

附　 則（令和 ６年告示５８ 号）

（施行期 日）

１　 この告示は、 令和 ６年 ４ｊ］１ 日か ら施行する。



（経過措置）

２　 この告示によ る七Ｅ後の南あわ じ市起業等‾反び隹き 家等活用支援事］霎補助

金交付要綱の規定は、 二の告示の施行日 以後に申請する補釣台について適用

し、 ス日 前に 申請 した抽釣台については、なお従前の例に よる。



様式第１ 号（第６ 条関係）

起業等‾反び隹き家等万目支援爆業補顫を交サ申獵書

南あわじ市長様

申請者住所

申請者（イ气夫者Ｂミ湍）

事業皿在地

事業所名

電話番号

メールア ドレス

年　　犬丿　　日

年度において、起業等‾）ミｋび隹き家等ぼ夕日支援事業補前生を叉才願いたく 、南あわ じ市起業

等‾）攵びをき家等ミ函鴇支援事業補助金交付要綱第６条の規定により 申請しま肌

１　 業種、事業所のニ‰称氛び所在巡

業　　　　種

ｙ

名　　　　称

所　 在　地

所有希の住所

所有希の獸尾

２　 補助金交付申請額

①基本補助金

②加算金合計　　　　　　　　　口

内訳　　口　 女ｙ生

口移住者

３　 起業した日　　　　　年　　ｙｘ　　日

Ｆ９　 （①基本補前額十②加算金合計）

円　 （経紊の １／ ２※千日未満切捨て、 上零、１ ５０万トエＪ）

ｍ
」
　
円

□

□

３　 起業した 日　　　　　 年　　ｙｘ　　日

４洲才書類

（万 事業計画書（様式第２ 号）

（２）収支予算書 （様式第 ３号）

貼） 世帯全員の住畏粟の写し

（４）法人概ル書 （様式第４号）（申請者が法人の場合）

尚） 事某所の付近見取回

離島ｍ地

をき家等聚得

円
　
ｍ
」



ぬ専業所に係る賃貸借契め書（事業所を賃貸する場合）又は売買契め書 （‾参業所を取得する大む

合） のぶし

□） 推薦書（様式第５ 号）

娠　帽ぬ書（様式第６ 号）

㈲ｔ！帯全：員の転人前３年間の住所が確嘉できる珊籍附票（力‖算奈 （移住者）を申請する移住者

の場合）

圜その他市長が必ぢと認める書類



様式第２ 号（第６ 条関係）

１　 補助金について

事業計画書

費目 具体的な費目 ヂ］額 使用大丿数 金額

ミ
事務所開設費 賃料、改修工事、 設備

工事、備品購入費

広告宣伝費、 芭展抖 ／ノ
起業後の経費 光熱水費、通信費

合計

合計の２分の１

基本補前額の上京額

（Ａ）と （Ｂ）をＪニヒベて、 低い方の金額を笆軟してく ださい

犬
女性　３０万円

移住者１ 人　 ３０万Ｐヨ

移住者２ 大八上　５０万Ｆ９

離豁辺」セ２０万Ｒ

ヨ

づ
き

家
等
耿

空き家ヽ葹き床の取得額

取得額の ３分の１

加算金（ぢき家等取得）の上俵額

（Ｄ）と （Ｅ）を瓦べて、 低い方の金額を記載してく ださい

①基本補助金

②加算金合評額

補助金交付申請額

ｊ
ｊ

び
　
ｍ

（Ｃ）

ｊ
　
ｊ

り
　
巾

ｊ
　
ｊ

Ｆ
　
Ｃ

ぐ
　
ぐ

（Ｆ）

（Ｃ）十㈲



２　 起業について

①起業の目的八び動機 （起業に至った経緯、 将来目標等を記緻してください）

皿等

遜區

年プ］ 内容

資格 有（　　　　　　　　　　　　　）・ 特になし

③事業内容

け） 本巣概要 （どのよ うな商品 ・サービスをを供 して事業を経営してい くのか記載してく ださ い）

事業の概要

取扱商品

サービス

①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（売上シェア　　％）

②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（売上シェア　 （靠）

③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（売上シェア　　％）

①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（売上シェア　　％）

⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（売上シェア　　ｍ

（２）事業の ＰＲ ポイ ント

新規性

皿鰮

優倥性

市朧生（成長＼生）

マーケテ ィング勦烙

地域経済話す生化への

波Ｒ効果

④資金調崔計圃 （単位： 円）

資皿 調達先隹 金額 摘要



補助金
目

円

借入金
円

円

白こ資金 Ｐヨ

合計 Ｐヨ

⑤起業時の必要経費 （単イ筧 ：Ｐヨ）

項目 金額

土地
所有地 岷 Ｖ・］

借覧 祗 円／年

建物

所有物イ牛 岷 Ｐヨ

借只丿物件 岷 Ｆ９／年

旅鼈改修 岷 円

祗 円

設備

（設備・ 備胞取得分）

円

円

円

運転
（商脆仕入・ 人件費など）

円

生計

取得 け地 ・建物） 柵

賃借 （土麑・ 進物） 円／年

改修 円

疸鑽 円

ｊＥ転 口

合計 円

⑥をき家等の取得について

※隹き家等の聚得循拓る葹合は下表に記纖してく ださ い。

取得日 年　　　丿　　　日 皿皿 祗

構造 階建て 敷地面積 祗

⑦主な耿ち＼先、 ｍ｜条件等



二 取ち＼先旭 所在巡

販売先

仕入先

外注先

⑤事業の見通し（ｊ平ぬ） （単曁： 円）

　

起業当初
軌道に乗った後

（　 年　 丿頃）
積算根拠

売上高① 円 日

売上原価 （仕入）② 円 円

経

費

八牛費 円 円

家賃 円 円

支払利息 円 円

その他 円 円

／」 ヽ計③ 円 臼

禾｜」益①－②－③ 円 円

ぞ人件費について、個人言業の場合、事業圭分け含めないこと。

⑨従業員等雇鴇計圃

従業員等の雇用の予定 （　　あり なし　　）※ある場合は下表に記入

　

役員 （法人の方のみ） 従業員（ うち、家族）
パー ト・

アルバイト

市内居イ左 人 人（　 人） 人

市タトか らの転入 人 人（　 人） 人

市外居住 人 人（　 人） 人

計 人 人（　 人） 人

⑩事業（創業）のスケジュール

隹算Ｒ　 （　　　 ）ＪＩ　 ※隹大は記入

起業等１ 年目 起業等２年目

１ナｊ １ｙｘ

２ｙ］ ２犬ｊ



回Å 京入

ばＩＴ ぼＨ

ばＯＴ ばＯＴ

ぼ６ ば６

［ｆ８ ぼ８

に に

ぼ９ ぼ９

ド に

ばＦ ぼひ

ばＳ ばＳ



様式第３ 号（第６ 条関係）

１　 収入の部

效支予算書

単イ筧： Ｐヨ

区分 予算額 摘要

２　 支出の部 単ｆた： ［エ］

区分
予算額

摘要
事業費 補助対象経費

佐　金額、時期、 内容等が確認できる書類の写しを添匹ること。



様式第４ 号（第６ 条関係）

法人概要書

法人のネ称

構成員数 人

法人の住所

役員の状況

連絡先

代表者・ 法人事務所（事務局）

氏　名

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅメ ール

添イ才書類

（１）法人の規剔等

（２）役員先簿



様式第５ 号（第６ 粂関係）

南あわじ市長 様

啓黙書

年　　Ｊ１　　日

推凰団体‰ｋび代表者佑 ⑩

年度において、次の者が計画する起業等Ｗびをき家等ミ庖鴇支援専某補助金交イ才申請にイ鼻る事

業敖画等について、経営指導等の結果、 適ｊＥであるため、南あわじ市起業等八びをき家等て匹す援

事業補助金交付要綱第６条の規定に基づき推薦します。

１　 推薦する者

圉　申請者住所

ル　申請者（代表者Ｂミ洛）

③事業所所在地

㈱　事業所佑

２　 推薦に肖 たっ ての意え書

（１ ）担荳経営指導員佑

（２）推薦に范たっての意見



様式第６ 号（第６ 粂関係）

誓約書

私は、起業等‾反びをき家等恬鴇笈援事業補助金ダイ才申請をするにあたり 、八下の項目 について、

誓約いた します。

二の誓約が虚偽であり 、又は、 二の誓約を遵守しかいこと があった場合、肖肖辯４４助金の交付決定

か取り消され、補助金のミ茫を命じられて仁教議を申 し立てません。

１　 起業等Ｒび隹き家等示Ｔｊ支援事業に合致する事業であること。

２　 南あわじ市暴力団排除条例 （平成２５年南あわじ市条例第１２号） に規定する暴力団又は暴力団員

等若 しく はそれら と密接な関係でないこ と。

３　 市税等の滞納はな く、 今後リ皐しないこ と。

４　 商工会に加入する感恩かお るこ と。

５　 改イ毎工事の実皿、びをき家等の取得に燕たっては朧築嵬準毎その他のｍ係法令を遵守するこ と。

年　　Ｊ］　　日

南あわじ市長様

申請者住所

申請者［イ气表者Ｊ］匹）

事業所所在地

事業蔗佑

電話番号



様式第７ 号（第７ 条関係）

起業等‾匹をき家等恬用支援事業補顫を交付決定涌福害

様

南あわじ市長

口
Ｈ
い

第
年

号
　
日

年　　１　　 日付けで申請のあった起キ等Ｒびをき家等恬用支援事業補顫をのズィ才について

は、 南あわじ市起業等Ｒびをき家等示≡目支援事業補助を交付ぢ綱第７ 粂の規定に基づき、次のとお

り交ぜするご とに決定したので通加 します。

１　 交付年度

２　 業種、事業所の名称‾只匹所を地

（１）業種：

（２）先称：

（３〉所在巡：

３　 補助かの交付決定額

（内笊ドぬ本補助を

加算金合計

鵈

円
　
円



様式第８ 号（第７ 条團奉）

起業等八びたき家等癨箆支援事業補助をぷ交付湎匹害

様

南あわじ市長

万

策
年

号
　
日

年　 Ｊ］　 日イ才けで中獵のあった起業等攷び隹き家等恬鴇就援事業補助金交イ才申請について

審ましたところダイ才が胤められませんでしたので、 南あわじ市起業等‾反びをき家等迅篦支援事業補

助金交イ才ぢ綱第 ７粂の規定に基づき、 亟知 します。

（埋俯）



様式第９ 号（第８ 粂関係）

起業等‾京、び隹き家等恬ｙ目彑援事業補助金交付決定変‾顋焉訖申請書

南あわじ市長 様

補助事業者住所

代表者Ｂミ洛

事業所所在巡

事業所‰

電話番号

年　 ナ］　日

年　　Ｊｊ　　日付け第　 号をもって交付決定のあった　 年度起業等‾反びをき家等俎八支援

事業について、次のと おり 内容を変ぞしたいので、承認願いた く南あわ じ市起業等‾乱びをき家等迅

用支援事業補助奈交付キ綱第８条の規常によ り申請します。

１　 業種、事業所の名称‾反び所在Ｊセ等

業種

ミ｜
佑　　　　称

所　 在　地

所有者の住所

所有者の氏ネ

２　 起業した日

３　 添付資料

年　 Ｊ］　日

（１）変ぞ後の事業計‾瘋書（様式第２号）

（２）変‾を後の収支予算書（様式第３剔

（３）変更理聚書

（４）その他市長が必要と詰める書類



様式第１０倚 （第 ９条関係）

南あわじ市長 様

起業等‾肖、び隹き家等恬用支援本業実績報告書

補助事業者住所

代表者氏名

事業賄所在地

事業所佑

笥ぬ番号

年　　犬ｊ 日

年　 大丿　　 日イ才け第　 号で交イ才決定を受けた　 年度恰藻等‾反びをき家等恬用支援事業を

次の とお り実施しましたので、 南あわじ市起奈等八びをき家等万目支援事業補助金ズイ才要獵第９条

の規定に より 、その実績を報告 します。

１　 業種、事業所の佑称八び所在Ｊｔ

田業 種：

（２）名 称：

闥所在稾：

２　 補助とを交付決定割ｉ　　　　　　　　　 ＦＩ］

３　 起業した 日　　　　　　 年　 Ｊ１　　日

４　 面才資料

田事業実施狎告言 （様式第１１ 号）

（２卜おぽ算書（様弍第１２号）

鸚世帯全員の住」∃蜀県の写し （申請｜侍の住所と異なる場合にｍる。）

㈲個人事業の開業届出書の写し又は法人ｍＬ届１ニＬＩ書のぶし

娠未納税額のない９ｊｒｌ書（ヨ９ｉ行 日から１ ＪＩ ぷＦ’９のもの）

㈲　 法人の場合は、法人のを匹頃ａＥ回書

（７）お簒吭等が４ＫＪな業種の場合は、萢該許ｊＴ書等の写し

閣　 奈額、時！り｜、 内容等が確認できる書類のぢし

（９）きき家等のをＥ事ＩＴ鯔Ｅ１１書 （きき家等を取捐する場合にほる。）

帥　 その他市長が４？ＩＪとおめる甞順



様式第１ １号 （第 ９条関係）

事業実施報告書

事業の目的

実施内容

け） 実施手法

※どのよ うな方法で事業を進めたか記載 して くだ さい。

（２）実施経過

※事業の実施岑、初か ら時系列で記載してく ださ い。

事業の効果

１

来年度の

皿

※今後の状況報告書で使ＪＩＦＩし ます。



様式第１２号 （第 ９条関係）

１　 収入の部

収支決算書

単牡 ：トエ‾χ

区分 決算額 摘要

２　 支芭の部 単ｆ之： ［エ］

区分 決算額 摘要

注１　領収言等で金額、 時期、ち容等が確認できる書類の写しを添付する こと。

佐２　備品Ｒび工事で、 着手前‾反び完了後の確懾写真を盲付するこ と。



様式第１３号 （第 １０粂関係）

起業等‾攷び誰き家等俎用支援事業補助金交付確定ｊＲ加害

様

南あわじ市長

口
Ｕ
一

策
年

号
　
日

年　 ヂｊ　　 日付けで実績報告のあった事業の補釣台の交付については、次のと おり確定

したので、南あわ じ市起業等八び隹き家等四大援本業補助金交イ才要縦第１０条の規饂こより 通加し

ます。

１　 交付年度

２　 業種、事業所の佑称八び所在地

田　業種：

（２ド‰称：

（３ｊ所在地：

３　 聯皿のタイ才決さ額

県眥、） 基本Ｍｉ前金

加算金合計

［Ｉ］

ｍ
」

ｍ
」

４　 南あわじ市起業等蓼、び隹き家等俎用支援事業補懾氈交付要綱第１２粂に該肖した場合は、後 日、

補釣台の返をを命ずることがあ ります。



様式第１４号 （第 １１ 条関係）

起業等Ｒびをき家等牡目支援爆業補助白票水害

南あわじ市長 様

補助事業者住所

代表老犬名

事業所所在地

事業珊竡

電話番号

年　　Ｙ」　日

年　 丿　　 日イ才け第　 剔二より ダイ才決定を価すた起業等蓼、びをき家等皿Ｘ筧援事黶補

鵬俎について、南あわじ市起業等八び隹き家等恬鴇艾援本業補助金なイ才要綱第１１粂の規ｔにｔづき、

次のとお り請求します。

請求額

く口座振込依頼づ

交付 される補助金は次の口座へ振り 迅みをお願い します。

金融機関名：

預金口座：

口座番号：

（フ リガナ）

口座佑義人：

銀行 ・信用台車・ 信鴇組合 ・農業協夙組合

円

支店



様式第１５号 （第１２粂関係）

様

南あわじ市長

起業等‾聢びをき家等混氈支援本業補顫金交イ才決定取消ｊ宍害

年　 万　　日

南あわじ市起業等‾反びぢき家等ゼ目支援事業補助奈交付ぢ綱第１２条第２ 項の規定によ り、 補助金

の交付決定を取り 消したので通知します。

交付 決定 事業 所先

交　 付　 決　　定　　日

八　 び　 ズ　 言　 番　号

交　 付　 決　 定　額 ［Ｉ］

交付 決定 取消額 Ｐヨ

取　 消　 し　 の　 ミ　 日ヨ

そ　　　　　の　　　　　他



様式第１６号 （第 １２粂関係）

様

南あわじ市長

起業等刄、び葹き家等豆跪友：援事霎四大皿龠令書

年　　Ｊ１　　日

南あわじ市起業等‾ｋびをき家等恬篦支援事業補助全文イ才要綱第１２粂第２項の縦右こより 、返ミを

命ずるので通加します。

返　 還　 決　 定　　日

交　 付　 決　 定　　日

‾乱　び　 ズ　 書　 番　号

交　 付　 決　 定　額 ｙ・．］

返　　　　 還　　　　額 「Ｉへ

返　　 還　　 期　　限

返還 命令 のミ由


